
 日本学生支援機構貸与奨学金  

2026 年 3 月満期者の在学中の繰上返還 
2026年3月で貸与終了となる方で、在学中の繰上返還希望者は、下記をご確認ください。 

 

１．在学中の繰上返還 

[2026 年 3 月貸与終了の奨学金を 2026 年 3 月に返還する場合] 

申込方法 スカラネット・パーソナル 

申込期間 2026 年 3 月 3 日（火）～3 月 16 日（月）午前 1 時（3 月 15 日 25 時） 

入金方法 口座振替 

振替日 2026 年 3 月 2７日（金） 

繰上した場合の利息 

(第二種の場合) 

全額繰上返還：利息はかかりません。 

一部繰上返還：利息はかかりません。ただし、4 月 1 日以降一部 

繰上返還後の残元金に対して利息がかかります。 

・2025 年 12 月末までに、口座振替(リレー口座)加入手続きを行うことが前提です。 
 

２．卒業後返還開始まで(据置期間中)の繰上返還 

[2026 年 4 月 1 日(水)〜9 月 27 日(日)に返還する場合] 

申込方法 スカラネット・パーソナル 

申込期間 繰上返還を希望する月の前月中旬～当月中旬 

入金方法 口座振替 

振替日 繰上返還希望月の 27 日 

繰上した場合の利息 

(第二種の場合) 
繰上返還する日までの利息がかかります。 

 

詳細は、日本学生支援機構ウェブサイトで確認してください。 

日本学生支援機構ウェブサイト「2026 年 3 月卒業者の繰上返還について」 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/houhou/kuriage/index.html 

 

【注意事項】 

・「特に優れた業績による返還免除制度」（大学院 第一種貸与者対象）申請希望者は、当該

奨学金に係る繰上返還は行わないでください。免除の対象外であることが判明すれば、

繰上返還が可能です。一部免除者は、機構からの結果通知（6 月末）以降に繰上返還が

可能です。 
 

・スカラネット・パーソナルによる申込時に、繰上返還申込画面に「口座情報未登録」と表示

される場合は、払込用紙での申し込みが必要です。奨学金返還相談センターへお問い合

わせください。 

スカラネット・パーソナル以外の方法（郵送、FAX、電話）での申し込み、在学中の繰上返還

の詳細は、日本学生支援機構ウェブサイトでご確認ください。 

返還相談センター 0570-666-301 月〜金（祝日・年末年始を除く） 
 

 
2025年10月20日 学生支援課 経済支援係 

学生センター2階 窓口① 

8:30～12:45、13:45～17:00 土日祝日除く 

掲示期限：2026 年 3 月末 

学生支援課ウェブサイト⇒ 
横浜国立大学ウェブサイト → 教育・学生生活 → 学生支援課 

ＰＣ対応サイトのため、携帯等からアクセスする場合、通信料発生します。 


